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【Ⅰ 現状・課題】 

平成２５年９月に策定された国の障害者基本計画（第３次）においては、「働く意欲のある

障害者がその適性に応じて能力を十分に発揮することができるよう、一般就労を希望する者

にはできる限り一般就労できるように、（中略）総合的な支援を推進する。」とされており、障

害のある人の一般就労の促進は重要な課題となっています。 

一般就労の促進においては、障害者雇用促進法に基づく企業等の雇用の義務付けや

障害のある人への職業リハビリテーションが実施されています。平成２５年には、法定雇用率

が１．８％から２．０％に引き上げられ、同法の改正により、平成２８年４月から雇用の分野に

おける障害を理由とする差別的取扱いの禁止や職場で働くに当たっての合理的配慮の提

供、また、平成３０年４月からは、精神障害のある人の雇用が義務化されます。 

就労意欲のある障害のある人は毎年増加しており、千葉県内の新規求職件数は平成２１

年度の４，８３８件から平成２５年度の７，０１１件へと約１．４倍になっています。就職件数も、

平成２１年度の１，３７３件から平成２５年度は２，５７２件と増加していますが、新規求職件数

と就職者数の間に開きがあり、多くの働く意欲のある障害のある人が就職の機会を得られな

い状況にあります。また、多様な障害の中でも、精神障害（発達障害を含む。）のある人の就

職希望が特に増加傾向にあります。 

就職の件数を更に増やすとともに、障害のあることを理由に不当に扱われることなく、就職

後も安心して働き続けられるよう、障害特性に応じた就労支援と定着支援を行う必要があり

ます。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①  企業や公的機関、地域における障害の特性に応じた就労の機会の拡大を促進する

とともに、適時のアセスメントができる体制の充実を図るほか、障害のある人が安心して

６ 障害のある人の一般就労の促進と福祉的就労の充実 

◇ 障害のある人が可能な限り一般企業で就労するとともに、継続的な職業生活を

維持できるよう、障害福祉施設からの就労拡大をはじめとして障害のある人の就

職、職場定着、離職時フォローの支援などを進めます。 

◇ 障害のある人の経済的自立に向けて、工賃向上計画に基づく官公需の受注促進

と就労支援事業の強化のための支援を行い、工賃の向上を図ります。 

◇ 障害者優先調達推進法に基づき、県の調達方針を策定し、県の取組を進めます。 

◇ 障害のある人が自らの価値観に沿った働き方を選択し、自らの能力を最大限発

揮し自己実現できる環境づくりを進めます。 

 

（１）就労支援・定着支援の体制強化 

総合計画から 

資料１ 
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働き続けられるよう、就労先での労働条件等の権利擁護に関して、相談支援体制の強

化を図ります。 

 

②   一般就労を促進するためには、就労移行支援事業所をはじめとする支援機関や特

別支援学校の支援体制を強化する必要があることから、就労移行支援事業所等に対

する研修や情報提供を実施するほか、定着支援の充実を促すような給付費の制度の

見直しについて、必要に応じて国に働きかけます。 

 

③   精神障害のある人を支援対象とする就労移行支援事業所の一層の拡充とともに、

障害者就業・生活支援センターをはじめとする支援機関による就職後の定着支援体

制の充実を促進します。 

 

④  県立障害者高等技術専門校において、障害のある人が就職に必要な知識・技能を

習得し、職業人として自立するために必要な職業訓練の充実を図ります。また、障害

のある人が身近な地域で職業訓練を受講できるよう、企業や社会福祉法人等の多様

な委託先を活用し、就職に必要な知識・技能の習得を図ることで障害のある人の雇用

に向けた効果的な職業訓練の機会の確保を推進します。 

 

⑤   民間企業における雇用及び職域が拡大するよう関係機関と連携して働きかけるほ

か、県内公的機関における障害のある人の雇用を促進します。県庁において、チャレ

ンジドオフィスちばをはじめとした障害のある人の雇用の取組や更なる職域の拡大に

向けた研究を推進するほか、入札等における障害者雇用率達成企業に対する優遇

措置を実施します。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２５年度 

実績 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

１ 
福祉施設利用者の一般

就労への移行者数  
５７０ ８２０ ９４０ １，０６０ 

  

２ 
就労移行支援事業の利

用者数 
２，３９７ ３，０００ ３，４００ ３，８４０ 

  

３ 

就労移行率が３０％以上の

就 労 移 行 支 援 事 業 者 数

（全体に占める割合）（％） 

２９ ３５ ４０ ５０ 
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№ 項   目 
２５年度 

実績 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

４ 

就労移行支援事業及び就

労継続支援事業の利用者

の一般就労への移行者数 

５６６ ８１０ ９３０ １，０５０ 

 

５ 

公共職業安定所における

チーム支援による福祉施

設利用者の支援件数 

１６３ １９０ ２００ ２１０ 

 

６ 
障害者高等技術専門校

の就職率（％） 
７９．３ ８０ ８０ ８０ 

 

７ 
委託訓練事業の受講者

数 
２３７ ２５０ ２６０ ２７０ 

 

８ 
障害者トライアル雇用事

業の開始者数 
９３ １２０ １３０ １４０ 

 

９ 
職場適応援助者による支

援の対象者数 
７５ ９０ １００ １１０ 

 

10 

従業員５０人以上規模の

企業で雇用される障害の

ある人の数 

８，１９４ ９，７３０ １０，６００ １１，５５０ 

 

11 

従業員５０人以上規模の

企業で雇用される精神障

害のある人の数 

４８２ ７９０ １，０１０ １，２９３ 

 

12 

障害者雇用率が法定雇

用率を達成した公的機関

の割合（％） 

８０ １００ １００ １００ 

 

※上記項目における人数及び件数は、県内の施設又は支援機関を利用した数 
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【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある人が安心して働き続けるためには、就労と生活を支える地域のネットワークが

重要です。本県では、県内全ての障害保健福祉圏域に障害者就業・生活支援センターを

設置するように努め、就労面及び生活面の一体的な支援の充実を図ってきました。 

障害のある人が企業等で働くうえで、適切な労働条件や職場環境の確保など障害のある

人の権利擁護が重要です。障害者就業・生活支援センターにおいても、その環境整備のた

め障害のある人や企業等を支援する役割が期待されます。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   障害者就業・生活支援センターを県内全圏域（１６箇所）に設置し、雇用、福祉、教

育、医療等の関係機関と連携しながら、障害のある人の就業及びそれに伴う生活に関

する指導・助言、職業訓練の斡旋などを行い、障害のある人の職業生活及び地域生

活の安定と福祉の向上を図ります。また、各障害者就業・生活支援センターの取組内

容について随時確認し、提供される支援の質の確保に努めます。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２５年度 

実績 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

13 
障害者就業・生活支援セン

ター事業の支援対象者数 
６，０５９ ７，０６０ ７，６３０ ８，２４０ 

 

14 

障害者就業・生活支援セ

ンター事業の実施見込み

箇所数 

１５ １６ １６ １６ 

 

  

（２）障害者就業・生活支援センターの運営強化 
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【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある人の就職件数は増加傾向にありますが、法定雇用率の適用のある従業員５０

人以上の企業では、企業規模が小さいほど法定雇用率の未達成率が高く、法定雇用率が

２．０％に引き上げられたことに伴い、障害のある人の雇用に関する一層の支援が必要と考

えられます。 

また、障害者雇用促進法の改正により、平成２８年度から障害のある人の雇用に当たって

合理的配慮を講ずることが義務化されますが、特に、精神障害のある人や知的障害のある

人の雇用への具体的対応について助言を求める声があります。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   障害のある人への理解と雇用促進に取り組む企業等を応援するため、障害のある

人の能力を活用する工夫や職場において合理的配慮が講じられるよう雇用管理上の

アドバイスを行う企業支援員（障害者雇用アドバイザー）を各障害保健福祉圏域に配

置するなど、障害のある人の職域開拓や、合理的配慮への対応を含めた企業等に対

する継続雇用の支援を行います。 

 

②   障害のある人を積極的に雇用し、障害のある人もない人も共に働きやすい職場づく

りに努めている企業等を千葉県障害者雇用優良事業所（通称「笑顔いっぱい！フレン

ドリーオフィス」）として認定し、その取組内容を県民に周知することで、障害のある人

の雇用に対する理解と促進を図ります。認定された事業所は、ロゴマークを会社案内

や名刺等に使用することができます。  

 

 

 

 

 

【Ⅲ 数値目標】（一部再掲） 

№ 項   目 
２５年度 

実績 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

15 企業支援員の配置人数 ８ １６ １６ １６ 

  

 

 

（３）障害のある人を雇用する企業等への支援 
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№ 項   目 
２５年度 

実績 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

16 
フレンドリーオフィスの 

新規認定数 
１１ １５ １５ １５ 

 

17 

従業員５０人以上規模の

企業で雇用される障害の

ある人の数（再掲） 

８，１９４ ９，７３０ １０，６００ １１，５５０ 

 

18 

従業員５０人以上規模の

企業で雇用される精神障

害のある人の数（再掲） 

４８２ ７９０ １，０１０ １，２９３ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある人の就労支援に当たっては、関係機関が協力して支援を実施することが重要

です。関係機関の連携強化を図るため、障害者就業・生活支援センターを中心に地域意見

交換会等を実施し、ネットワークづくりを行っています。 

特別支援学校卒業生のうち、一般就労を目指す生徒が増加する中、特別支援学校及び

高等学校を含む関係機関の連携の重要性が増しています。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   就労を促進するための情報共有化を目的とした会議等の開催、支援者のスキル向

上のための研修会等を実施し、各障害保健福祉圏域ごとにハローワーク、就労支援

施設、相談支援事業所、特別支援学校、医療機関等の地域の関係機関の連携・協力

を促し就労支援ネットワークを強化します。また、関係機関の連携強化を促す仕組み

作りについて検討します。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２５年度 

実績 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

19 
ネットワーク構築のための

会議を開催した圏域数 
１５ １６ １６ １６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）支援機関や関係機関のネットワークの構築 

及び情報共有化 
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【Ⅰ 現状・課題】 

就労の意欲があっても企業等での就労が難しい障害のある人は、就労継続支援事業所

などの福祉施設等において生産活動に従事しており、そのような活動は「福祉的就労」と呼

ばれています。福祉的就労を担う就労継続支援事業所には、障害のある利用者が事業所と

雇用契約を締結することを原則とする就労継続支援Ａ型事業所と、雇用契約に基づかない

生産活動の場である就労継続支援Ｂ型事業所があります。雇用契約に基づかない生産活

動の結果利用者に支払われる賃金は、「工賃」と呼ばれています。 

県では、就労継続支援Ｂ型事業所において障害のある人が受け取る工賃の額を平成２６

年度末に平均月額１８，０００円とする目標を設定しましたが、平成２５年度末で１２，５９６円と

なっています。工賃が伸び悩む要因の１つとして、新規開設の就労継続支援Ｂ型事業所が、

目標工賃を達成するだけの作業を確保することが困難な現状が見受けられます。 

このような中、平成２５年４月に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推

進等に関する法律」（以下「障害者優先調達推進法」という。）が施行され、国や地方公共団

体等が率先して障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するよう、必要な措置を講じ

ることが定められました。 

障害者就労施設等からの物品等の調達に関して、県では調達方針を定めて発注増に取

り組んでいるほか、発注可能業務を登録するデータベースである「チャレンジド・インフォ・千

葉」を設け、受注機会の拡大に努めていますが、障害者就労施設等が受注できる業務内容

や、障害者優先調達推進法の理解を一層広げる必要があります。 

就労継続支援Ａ型事業所は増加傾向にあり、平成２１年度末から、平成２５年度末までに

７事業所から３０事業所に増えています。就労継続支援Ａ型事業所は、原則として雇用契約

を締結したうえで障害のある人に就労の機会を提供することから一般就労に近い側面があり

ますが、障害のある人へ生活支援を提供するという障害福祉サービス事業所としての目的

を見失わず、その役割を果たすことが重要です。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   就労継続支援事業所への支援を通じ、作業内容の充実や施設外就労への取組な

ど、福祉的就労の一層の充実を促進します。就労継続支援事業所に対し、作業の種

類の拡大も含めた事業内容の充実、経営改善など、福祉的就労を行う障害のある人

が働く力を充分発揮できる環境づくりを通じた賃金（工賃）向上に資する支援を実施し

ます。 

 

（５）福祉施設等で生産活動・福祉的就労を行う障害の 

ある人の賃金（工賃）向上への取組の推進 
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②   千葉県障害者就労事業振興センターを通じて、障害者就労施設等が提供できるサ

ービスや製品を県、市町村や民間部門へ周知するほか、同センターにおいて共同受

注をするなどして、障害者就労施設等への発注の増加を促進します。 

 

③   就労継続支援Ａ型事業所について、提供されるサービスの内容に課題がないか確

認し、研修や情報提供等を実施してサービスの質の向上を図ります。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２５年度 

実績 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

20 
就労継続支援Ｂ型の平均

工賃月額 
１２，５９６ １４，０００ １５，０００ １６，０００ 

 

21 
県内官公需実績 

（県及び市町村）（千円） 
１０７，８１５ １１０，０００ １２０，０００ １３０，０００ 

 

22 

官公需拡大のための商談

会（県後援）への参加行政

機関数（所属部署単位） 

３２ ５０ ８０ １００ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある人が働くことによって得られるものは、賃金（工賃）だけとは限りません。「感謝

される喜び」や「社会のために貢献している感覚」を大切にしたいと思うのは障害の有無に

関係ありません。障害のある人も、自らの価値観に基づいて就労の選択ができることが大事

です。その際、障害の特性上自分の希望を思うように伝えられない人にとっては、周囲の支

援者が本人の価値観を理解し、適切な支援を行うことが欠かせません。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   障害のある人が働く際に、経済的自立のほか、障害のある人が自らの価値観に基

づく「働き方」や「生き方」を追求し、多様な働き方の選択が尊重されるように支援を行

い、安心して継続して働ける環境づくりに努めます。 

障害のある人の相談を受ける際や、サービス等利用計画及び個別支援計画を作成

する際には、支援会議やモニタリングを通じて本人の希望を丁寧に確認し、希望が実

現されるよう配慮することを支援機関等に周知徹底します。 

 

（６）障害のある人の自らの価値観に基づいた働き方 

の選択を尊重した支援 


